
基本方針決定事項基本方針決定事項基本方針

農業用水及び都市用水の新たな需要に対処するため、水
資源の開発、広域的かつ合理的な利用を図るとともに、流
水の正常な機能を維持するため必要な流量を確保するよう
努める。

渇水の発生時の被害軽減のため、情報提供、情報伝達体
制の整備など関係機関や水利使用者等との連携を図る。

主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必
要な流量

概ね20m3/s美深橋
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イ．河川水の利用及び流水の正常な機能を維
持するため必要な流量


